
 

 

概要版 



 1 

（１）計画策定目的 

地震や風水害などの大規模な自然災害等が発生した場合でも、業務執行および復旧作業を円滑に遂

行し、「周辺地域の交通の円滑化による住民の福祉の増進と産業経済の発展への寄与」という広島高速

道路公社の責務を果たせるよう、「業務継続計画（Business Continuity Plan）」を策定する。 
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対策①〈被害抑止〉災害から被害を受けないための事前対策 

対策②〈被害軽減〉被災しても出来るだけ被害拡大せず、少しでも早く復旧させる対策 

〈事態悪化〉対応の遅れは外部対応の大量発生を招き本来業務実施の妨げとなる 

【 図 1  業務継続計画策定のイメージ 】 

（２）災害対応の基本方針 

高速道路という社会資本を通じて周辺地域の交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業

経済の発展に寄与するという広島高速道路公社の責務と、災害時における緊急対応の観点から、次の

基本方針に基づいて事業継続性を確保する。 
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（３）想定災害および被害 

災害種別 ： 地 震（広島高速道路各所の震度６強～６弱） 

        ⇒ 次の資料に示される被害想定のうち最も被害が大きいものを選定した。 

・広島県地震被害想定調査報告書（H25.10） 

・広島市の地震被害想定（平成 25年度） 

複合災害 ： な し（ただし、津波・浸水被害の警報は発令） 

    ⇒ 被害拡大に対する追加措置は、今後の継続検討（検討拡充）事項とした。 

発生時刻 ： 平日未明 

        ⇒ 人員確保、救援・救助・状況把握等の初動対応の全てが困難となる時間帯を設定。 

発生被害 ： 詳細不明 

        ⇒ 初版では初動対応時の全体被害把握と応急復旧手順確認のため、詳細不明とした。 

（４）復旧目標値の設定 

災害対応の基本方針にしたがい、業務執行および復旧作業を円滑に遂行し、速な災害復旧が図れる

よう、次表のとおり復旧目標値を定める。 

【 表２ 復旧目標値 】 

目 標 時 間 復 旧 目 標 

１時間以内 通行止完了（関係機関協議含む） 

３時間以内 被災状況の把握完了（通行可能区間の確認） 

６時間以内 避難者の保護完了（避難者の二次災害被防止） 

１２時間以内 路上障害物等除去完了・仮復旧作業開始 

２４時間以内 仮復旧・緊急車両走路確保完了（災害復旧車両通行開始） 

３日以内  本復旧作業計画の策定完了（関係機関協議除く） 

７日以内  
本復旧工事着手完了（工事または業務発注、関係機関協議完了） 
交通開放に向けた関係機関協議完了（時期・方法等を確認） 
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【 表３ 復旧目標時間毎の取組み項目 】 

復 旧 目 標 値 道路交通被害への対応 道路構造物復旧の対応 道路管理設備復旧の対応 その他の対応 

１時間以内 
・ 通行止完了 

（関係機関協議含む） 

① 通行止・初期状況の把握 

② 関係機関協議・情報発信 

③ 防災体制の確保に向けた情報連絡 

〇 道路構造物被害発生状況の把握 

 ① 緊急点検の実施     

               

〇 設備被害物被害発生状況の把握 

 ① 緊急点検の実施    

〇 被害情報の収集（建設工事現場） 

① 被害情報の収集 

３時間以内 
・ 被災状況の把握完了 

（通行可能区間の確認） 

④ 道路交通及び管理設備の異常確認 

⑤ 庁舎等の被害確認 

６時間以内 
・ 避難者の保護完了 

（避難者の二次災害被防止） 

⑥ 路上避難者の保護      〇 被災現場の応急復旧対応 

（緊急輸送道路・緊急交通路としての最低限の機能回復） 

応急復旧作業の実施 

② 法面崩落への対応 

③ 路面段差・陥没への対応 

④ 上空占用物落下への対応 

⑤ 周辺被害拡大防止への対応 

〇 現場の応急復旧対応 

② 破損した設備の応急復旧 

１２時間以内 
・ 路上障害物等除去完了 

・ 仮復旧作業開始 

⑦ 路上障害物の除去・仮移動  

２４時間以内 

・ 仮復旧作業完了 

・ 緊急車両走路確保完了 

（災害復旧車両通行開始） 

応急復旧作業着手後、要請に応じて次

の業務を実施する。 

交通管理隊及び公社職員で対応 

・ 緊急車両及び災害救援車両の出入路

誘導（通行止区間通行車両の選別） 

・ 緊急車両通行可能範囲、通行時注意

事項の関係機関への連絡（随時実施） 

・ 物資及び人員の輸送（随時実施） 

・ 通行止解除区間の解除準備作業及び

解除前路面確認 

 

〇 復旧対応（建設工事現場） 

② 応急復旧      

３日以内  
・ 本復旧作業計画の策定完了 

（関係機関協議除く） 

〇 本復旧工事着手に向けた作業 

⑥ 関係機関調整   

⑦ 設計積算社内調整 

 

 

〇 本復旧工事着手に向けた作業 

③ 関係機関調整・社内調整 

 

 

 

〇 本復旧工事への応援 

余剰人員が発生した場合は、他の災害対

応事務のための応援要員とする。 

７日以内  

・ 本復旧工事着手完了 

（関係機関協議含む） 

・ 交通解放に向けた関係機関協議完了 

（時期・方法等） 
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（５）緊急時の組織体制 

発生した災害規模や時間帯によっては、職員招集が進まず災害体制が構築されるまでに時間を要す

ることも予測される。これにより初動対応の停滞や遅延が生じることのないよう、下図のとおり平

時の所属部署に係らず、参集状況に応じて臨機応変に職員を配置し、多段階の体制構築を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

〈第１段階〉        〈第２段階〉        〈第３段階〉        〈第４段階〉 

     参集人員で全て対応     初期役割分担（事・技）   正規役割分担（人数のみ確保）     組織体制完成 

【 図４ 緊急時の参集職員配置イメージ図 】 

（６）緊急時に備えた物資備蓄・調達 

現時点（平成 26 年 10 月末時点）では、災害発生時に必要となる十分な物資・資材等（以下「備蓄用

品」という。）の確保がされておらず、緊急時の体制としては極めて脆弱なものとなっている。 

そのため、本計画では公社職員約７０人が※1３日間の勤務を行う中で必要となる品目・数量をリス

トアップした。 

今後は、次の検討を行いながら、備蓄用品の確保・調達を進める。 
※1 他地域での災害発生事例を参考に、被災地以外からの※支援物資が到着し始めるまでに必要な最低限の期間を見込んだ。 

だだし、十分な物資供給が始まる時期とは異なる。 

① 備蓄用品一覧に挙げた各品目・数量の精査・調達 

訓練等により必要となる配備備品の検証、品目等リストの見直しを行いながら、最小限の備

品を随時調達する。 

② 備蓄品消費後の調達方法検討、備蓄用品の拡充（自己完結能力強化）検討 

民間企業等との協定締結を通じて行う備蓄用品の※２調達方法を検討 

※2 調達リスク軽減のため、品目ごとに２社以上(県内企業、広域事業展開企業各１社以上)と協定を締結 

出来る限りの自己完結能力を備えておくための備蓄数量の※３増加・拡充 

※3 長期的には、広島高速道路の本復旧作業が開始され非常事態が収束に向かうと見込まれる７日間分の備

蓄用品を、外部に頼ることなく自前で準備することを目標とする。 

  

役割区分・事務分掌なし 

（初動対応全般） 

 

〈A 班〉 

〈B 班〉 

報告・連絡・情報収集など 

（主に事務系役割分担） 

 道路施設・現場確認など 

（主に技術系役割分担） 

〈A 班〉 

〈B 班〉 

〈C 班〉 〈C 班〉 

A 課職員 

A 課職員 A 課職員 

A 課職員 

B 課職員 

D 課職員 

D 課職員 

E 課職員 

A 課職員 

A 課職員 A 課職員 

B 課職員 B 課職員 

B 課職員 

C 課職員 

C 課職員 

A 課職員 

交代要員 

A 課職員 

D 課職員 

B 課職員 

A 課職員 A 課職員 

B 課職員 A 課職員 

A 課職員 D 課職員 

E 課職員 

E 課職員 
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（７）今後の継続的な取組み① ～ 未整理課題への対応 ～ 

業務継続計画実行の支障となる、現行体制の中にある未整理課題を抽出、下図のとおり４分類した。 

今後、継続的な取組みをとおして、これら課題について具体的かつ現実に沿った対応方法を検討・

策定し、課題解決を図り、より実効性のある防災体制を構築する。 

 

【 図５ 課題分類イメージ 】 

これらの課題検討については、公社職員（各部署希望参加職員）で設けるワーキンググループで、課題

抽出、対応優先順位および検討事務担当部署を設定する。 

検討事務担当部署は、検討期間（原則３ヶ月）内に、下図のとおり対応策(案)を整理し、実施可否につ

いての経営判断を仰ぐ。この過程より、未整理課題の解決またはリスクの把握（容認）を図る。 

 

【 図６ 対応策の検討事項と方針判断のイメージ 】 



 6 

（８）今後の継続的な取組み② ～ 教育訓練による職員意識の啓発、計画事項の検証 ～ 

１.教育訓練の実施目的 

十分な防災体制を整えるためには、未整理課題の整理・検証・見直しを行い、計画の実効性を高め

るだけでなく、計画を実行する職員の防災意識の啓発を行うことも重要となる。 

そのため、単に練度向上のみを図るのでなく、「何をするのか」「何故必要なのか」を理解し「どう

改善すればよいのか」を考える、意識啓発も行う。 

２.教育訓練実施の手順 

 実施目的を果たすため、次の項目を１セットとした教育訓練を定期的（四半期毎）に実施する。 

○ 見る、体験する   ・・・・ 伝聞や文字羅列からではなく、自ら体験して現状と課題を知る。 

○ 記録する、周知する ・・・・ 知った内容を整理して記録する。その情報を周知し共有する。 

○ 考える、提案する  ・・・・ 記録内容をもとに、各種判断に耐え得る改善案を考え提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図７ 教育訓練実施の取組みイメージ 】 

※体制面での充実が図られた後から実施 
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〈 教育訓練実施の手順イメージ  参考事例：H25年度実施 Ｒ３-Ⅲ供用開始前防災訓練 〉 

○ 初期訓練に該当 

１．現地を見て、状況確認し課題把握          ２．課題を整理し、対応方法を検討 

  

     

○ 応用訓練に該当（「何がしたいのか」「何を検証したいのか」訓練参加者が明確な意思を持って実施） 

３．対応方針として取りまとめた事項の精度向上や、実効性の検証が必要な場合には  

他機関等を交えるなどして、机上での対応方法の相互確認、または現場での対応方法実証を行う。 

訓練の結果を基に、更なる検討材料を抽出し、対応方法を検討 

  

● その他（「他社動向の調査など） 

  

上写真は、他社で開発中の、震災時橋梁段差部走破用の携行型アルミスロープの試作品検証状況 

この様な、他社動向（特に製品開発までの背景、経緯）を調査することで、災害対応に必要な情報を収集する。 


